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 解 説  

１．日本とタイの間の EPA（経済連携協定）等について 

 日本とタイ間の EPAとしては、2007年 11月 1日に日タイ経済連携協定（JTEPA）

が発効し、2009年 6月 1日には日 ASEAN包括的経済連携協定 （AJCEP）、2022年

１月１日に地域的な包括的経済連携（RCEP）協定が発効しています。どれを利用

しても日本から輸出する際には、タイ側で輸入に関する特恵税率が適用されます。 

 ただし注意が必要な点があります。輸入品目の判定はタイ側の税関が行います。

通常 EPA等を利用する際は、事前に相手国の税関が HSコード（関税分類番号）を

何にするかを調査しておく必要があります。調査につきましては物流会社やコン

サルティング会社へ相談する必要があります。 

 

２．リキュールについて 

 「リキュール」は、一般的には、蒸留酒（醸造酒を蒸留して作った酒）に果実

やハーブなどの副材料を加えて香味を移すとともに、砂糖やシロップ、着色料な

どを添加して調製した混成酒であるとされています。 日本の税関では、HSコー

ド「2208 エチルアルコール、蒸留酒、リキュール、アルコール飲料」のカテゴリ

ーに入ることが多いようです。 

 

３．日本とタイ間の EPA（経済連携協定）等利用について 

 上述の日本とタイ間の EPA等による各協定税率の適用を受けるには、日本の「特

定原産地証明書」の取得が必要となります。これは、日本商工会議所が発給す 

Ｑ． 

 当社はリキュールを製造しています。タイ向けに当該商品を輸出したいと考

えています。日本とタイは EPA（経済連携協定）を結んでいるので、タイ側での

関税はゼロだと聞きました。何か手続きは必要でしょうか？（酒類製造業） 

 

Ａ 

 日本とタイ間の EPA として、日タイ経済連携協定（JTEPA）、日 ASEAN 包括的

経済連携協定 （AJCEP）、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定があります。ど

れを利用しても日本から輸出する際には、タイ側で輸入に関する特恵税率が適

用されます。ただし適用を望む場合、輸出する品目が事前に相手国の税関にお

いてどのような関税分類番号（HS コード）で判断されるのかを調査しておく必

要があるほか、日本商工会議所発行の特定原産地証明書を取得する必要があり

ます。物流会社等への相談が推奨されます。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/37_Thailand_LiqueurExport.pdf

